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横浜みどりアップ計画の推進について 

 
 
横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）については、平成 21 年度から５か年の取組と

して、横浜みどり税を財源として積極的に活用し、施策・事業を進めております。 

平成 25 年度の事業目標、４か年の事業・取組の評価・検証、これからの緑の取組の検討

状況について報告します。 

 
 

１ 平成 25 年度の事業目標について 

【平成 25 年度事業目標（別紙１）】 

 

２ ４か年の事業・取組の評価・検証について 

【４か年の事業・取組の評価・検証（別紙２）】 

【（参考）平成 24 年度事業目標及び事業実績（別紙３）】 

 

３ これからの緑の取組[平成26-30年度]（素案）について 

【これからの緑の取組[平成 26-30 年度]（素案）の概要（別紙４）】 

 

４ これからの緑の取組[平成26-30年度]（素案）に対する市民意見募集について 

【これからの緑の取組[平成 26-30 年度]（素案）市民意見募集について（別紙５）】 

 

 

 

温暖化対策・環境創造・
資 源 循 環 委 員 会
平成 25 年 5 月 28 日
環境創造局説明資料
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横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策） 

平成 25 年度事業目標 
 
■樹林地を守る 

 

 

平成 2５年度事業費 
[百万円] 

施策方針/事業・取組 

総額 横浜 
みどり税
充当額 

平成 2５年度 
事業目標 

継続保有の促進    

1 ・緑地保全制度等の拡充 - (-) ・制度運用 

2 ・篤志の奨励制度 - (-) ・推進 

維持管理推進  

・緑地再生管理：221.1ha 

・樹林地維持管理助成 

3 ◎緑地再生等管理事業 761 (617)

・危険斜面整備 

４ ◎市民協働による緑地維持管理

事業 

24 (23) ・推進 

・森づくりボランティア育成：40 人 

・森づくりリーダー育成：5 人 

５ ●森づくりリーダー等育成事業 3 (3)

・はまレンジャー育成：20 人 

・愛護団体活動支援：40 団体 ６ ●樹林地管理団体活動助成事業 7 (7)

・森づくりボランティア活動支援 

：40 団体 

利活用促進  

・景観の森・生き物の森事業：5ha 

・森の中のプレイパーク事業：1 箇所

・森の収穫物体験事業：4 回 

・里山ライフ体験事業：4 回 

・健康の森事業：18 回 

・横浜の森の自然・生き物情報発信 

事業：推進 

・間伐材活用クラフト作成事業：４回

７ ●森の楽しみづくり事業 42 (42)

・森の恵み塾事業：３拠点で実施 

８ ●みどりの夢かなえます事業 9 (9) ・助成団体：3 件 

・間伐材チップ化作業支援：40 回 ９ ◎間伐材資源循環事業 10 (9)

・間伐材利活用方法の検討：推進 

10 ◇愛護会、森づくりボランティア 

活動拠点整備事業 

10 (-) ・整備：２箇所 

11 ◇ウェルカムセンター整備事業 47 (-) ・展示設置等：３箇所 

確実な担保  

・指定面積：100ha 12 ◎特別緑地保全地区指定等拡充

事業 

11,826 (1,005)

・買取り対応予定面積：約 36ha 

13 ・よこはま協働の森基金制度の

見直し 

- (-) ・制度運用 

14 ・国への制度要望 - (-) ・推進 

 

【凡例】 ●：新規事業（横浜みどり税充当）   ◎：拡充事業（横浜みどり税一部充当）

◇：新規事業等（横浜みどり税非充当） ・：事業費のないもの 

別紙 1
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■農地を守る 

 
 

平成 2５年度事業費 
[百万円] 

施策方針/事業・取組 

総額 横浜 
みどり税
充当額 

平成 2５年度 
事業目標 

継続保有の促進    

15 ・生産緑地制度の活用 - (-) ・制度運用 

16 ●農園付公園整備事業 139 (28) ・用地確保：2.9ha 

・基本・実施設計、施設整備：4.7ha 

17 ◇特定農業用施設保全事業 

（農業用施設用地に対する 

固定資産税等の軽減） 

2 (-) ・制度運用 

農業振興  

18 ◇共同直売所の設置支援事業 31 (-) ・整備：１箇所 

19 ●収穫体験農園の開設支援事業 70 (70) ・収穫体験農園整備：5.3ha 

20 ●食と農との連携事業 10 (10) ・地産地消の連携の取組：5 件 

21 ◇施設の省エネルギー化推進 

事業 

54 (-) ・温室内多層カーテン等設置助成 

：3.0ha 

22 ◇生産用機械のリース方式に 

よる導入事業 

44 (-) ・生産用機械の導入助成：29 件 

農地保全  

23 ◇集団的農地の維持管理奨励 

事業 

30 (-) ・支援対象面積：646ha 

24 ●水田保全契約奨励事業 36 (36) ・水田保全契約面積：120ha 

25 ◇かんがい施設整備事業 33 (-) ・かんがい施設整備：3 地区 

・夜間警備委託：31 地区 26 ●不法投棄対策事業 18 (18)

・住民パトロール・清掃支援：20 地区

・農薬飛散防止ネット：6.5ha 

・牧草による環境対策等：20 地区 

27 ●環境配慮型施設整備事業 78 (78)

・その他施設整備：6 件 

担い手育成  

・農業機械導入支援：1 地区 28 ◇機械作業受託組織育成事業 24 (-)

・組織育成支援：2 地区 

・市民農園コーディネーター育成研修 

：1 回 

29 ◇担い手コーディネーター育成 

・派遣事業 

4 (-)

・援農コーディネーター：2 組織 

・経営改善支援：28 件 30 ◇農業後継者・横浜型担い手 

育成事業 

27 (-)

・農業後継者育成：8 人 

31 ●農地貸付促進事業 23 (23) ・長期貸付開始農地：20.9ha 

確実な担保    

32 ●市民農園用地取得事業 1,597 (113) ・用地測量 

・用地取得：2.7ha 

33 ●農地流動化促進事業 22 (21) ・対象農地面積：7.3ha 

34 ・国への制度要望 - (-) ・推進 

【凡例】 ●：新規事業（横浜みどり税充当）   ◎：拡充事業（横浜みどり税一部充当）

◇：新規事業等（横浜みどり税非充当） ・：事業費のないもの 
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■緑をつくる 

 
  

平成 2５年度事業費 
[百万円] 

施策方針/事業・取組 

総額 横浜 
みどり税
充当額 

平成 2５年度 
事業目標 

・地域緑化計画策定事業 

新規：3 地区 

継続：４地区 

35 ◎地域緑のまちづくり事業 441 (427)

・地域緑化推進事業：16 地区 

・保育園・幼稚園芝生化助成事業 

：20 園 

・区民花壇事業：4 箇所 

・生垣設置事業：50ｍ 

・屋上緑化助成事業：9 件 

・名木古木保存事業： 

新規指定 10 本 

助成交付 100 本 

36 ◎民有地緑化助成事業 47 (33)

・記念樹等生産配布事業：19,000 本

37 ◇公共施設緑化事業 264 (-) ・2.4ha 

38 ◇公共施設緑化管理事業 145 (-) ・379 施設、22.2ha 

39 ◎いきいき街路樹事業 220 (220) ・せん定本数：10,000 本 

40 ・民有地緑化の誘導等 - (-) ・推進 

41 ・建築物緑化保全契約の締結 

（建築物の敷地に対する固定

資産税等の軽減） 

- (-) ・制度運用 

42 ◇みどりアップ広報事業 10 (-) ・推進 

事業費計 

※四捨五入の関係により、合計が一致しな

いことがあります。 

16,106 (2,791)  

 

【凡例】 ●：新規事業（横浜みどり税充当）   ◎：拡充事業（横浜みどり税一部充当）

◇：新規事業等（横浜みどり税非充当） ・：事業費のないもの 
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横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策） 

平成 24 年度事業目標及び事業実績 
 

■樹林地を守る 

 
 

 

平成 24 年度事業費 
[百万円] 

施策方針/事業・取組 

総額 横浜 
みどり税
充当額 

平成 24 年度 
事業目標 

平成 24 年度 
事業実績 

継続保有の促進     

1 ・緑地保全制度等の拡充 - (-) ・制度案策定 ・管理協定の活用手法

を検討 

2 ・篤志の奨励制度 - (-) ・推進 ・土地所有者の厚意に

謝意を表する看板の

設置等の推進 

維持管理推進   

・緑地再生管理 

：205ha 

・市民の森・ふれあい

の 樹 林 等の 管 理 作

業：147.4ha 

（56 箇所） 

・樹林地維持管理助成 ・樹林地維持管理助

成：91 件 

3 ◎緑地再生等管理事業 713 (569)

・危険斜面整備 ・危険斜面整備 

：13 箇所 

４ ◎市民協働による緑地 

維持管理事業 

20 (19) ・推進 ・保全管理計画の策定

：策定 5 箇所 

策定中 1 箇所 

・森づくりボランティア 

育成：55 人 

・森づくりボランティア

育成：41 人 

・森づくりリーダー 

育成：5 人 

・森づくりリーダー 

育成：23 人 

５ ●森づくりリーダー等 

育成事業 

3 (3)

・はまレンジャー育成 

：5 人 

・はまレンジャー 

育成： 4 人 

・愛護団体活動支援 

：25 団体 

・道具の貸出：21 団体

・研修の開催：22 団体

６ ●樹林地管理団体活動 

助成事業 

8 (8)

・森づくりボランティア 

活動支援：19 団体 

・助成交付：1 団体 

・道具の貸出：13 団体

・研修の開催：28 団体

【凡例】 ●：新規事業（横浜みどり税充当）   ◎：拡充事業（横浜みどり税一部充当）

◇：新規事業等（横浜みどり税非充当） ・：事業費のないもの 

別紙 3
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平成 24 年度事業費 

[百万円] 

施策方針/事業・取組 

総額 横浜 
みどり税
充当額 

平成 24 年度 
事業目標 

平成 24 年度 
事業実績 

利活用促進    

・景観の森・生き物の

森事業：5ha 

・植樹等の実施 

：5.1ha（4 箇所）

・森の中のプレイパーク

事業：1 箇所 

・プレイパークイベント

：6 箇所 

（7 回実施：130 人）

・森の収穫物体験事業

：4 回 

・森の収穫物体験イベ

ント：13 回 

（691 人） 

・里山ライフ体験事業

：4 回 

・里山ライフ体験イベ

ント：12 回 

（493 人） 

・健康の森事業 

：18 回 

・ウォーキングツアー

：19 回実施（589 人）

・横浜の森の自然・ 

生き物情報発信事業

：推進 

・ガイドマップ作成 

：3 地域 

・間伐材活用クラフト

作成事業：推進 

・間伐材活用クラフト

イベント 

：13 回（615 人）

７ ●森の楽しみづくり事業 38 (38)

・森の恵み塾事業 

：３拠点で実施 

・森林教室 

：8２回（6,815 人）

８ ●みどりの夢かなえます 

事業 

9 (9) ・助成団体：3 件 ・助成交付：4 件 

・間伐材作業チップ化

作業支援：40 回 

・間伐材チップ化作業

支援：25 回 

・間伐材マネジメント

研修：1 回実施 

（12 人） 

９ ◎間伐材資源循環事業 10 (9)

・間伐材利活用方法の

検討：推進 

・間伐材活用製品の作成

・設計：1 箇所 ・設計：2 箇所 10 ◇愛護会、森づくりボラ

ンティア活動拠点整備

事業 

20 (-)

・整備：２箇所 ・整備：1 箇所 
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平成 24 年度事業費 
[百万円] 

施策方針/事業・取組 

総額 横浜 
みどり税
充当額 

平成 24 年度 
事業目標 

平成 24 年度 
事業実績 

・設計：2 箇所 ・設計：2 箇所 11 ◇ウェルカムセンター 

整備事業 

35 (-)

・展示設置等：2 箇所 ・展示設置等：2 箇所

      

・指定面積：309.9ha ・新規指定等 

：107.6ha 

12 ◎特別緑地保全地区指定

等拡充事業 

11,522 (1,389)

・買取り対応予定面積 

：約 42ha 

・買取対応：45.1ha

13 ・よこはま協働の森基金

制度の見直し 

- (-) ・制度運用 ・制度運用中 

14 ・国への制度要望 - (-) ・推進 ・6 月、8 月に実施 
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■農地を守る 

 
 

 

平成 24 年度事業費 
[百万円] 

施策方針/事業・取組 

総額 横浜 
みどり税
充当額 

平成 24 年度 
事業目標 

平成 24 年度 
事業実績 

継続保有の促進     

15 ・生産緑地制度の活用 - (-) ・制度運用 ・追加指定 

：7 件、3,359 ㎡ 

・うち指定基準の緩和

による指定 

：2 件、1,924 ㎡ 

16 ●農園付公園整備事業 322 (113) ・用地確保：2.0ha 

・基本・実施設計 

・施設整備：2.2ha 

・用地確保：1.4ha 

・基本・実施設計 

：3 箇所 

・施設整備：0.1ha 

17 ◇特定農業用施設保全事

業（農業用施設用地に

対する固定資産税等の

軽減） 

2 (-) ・制度運用 ・特定農業用施設保全

契約締結 

：31 件（4,212 ㎡）

農業振興    

18 ◇共同直売所の設置支援

事業 

31 (-) ・備品等購入助成 ・備品等購入助成 

：2 箇所 

19 ●収穫体験農園の開設 

支援事業 

72 (72) ・収穫体験農園整備 

：6.0ha 

・収穫体験農園整備 

：5.3ha（32 箇所）

20 ●食と農との連携事業 8 (8) ・地産地消の連携の 

取組：5 件 

・地産地消の連携の取組

：7 件 

21 ◇施設の省エネルギー化

推進事業 

54 (-) ・温室内多層カーテン

等設置助成：3.0ha

・省エネ施設整備助成

：3.6ha（55 件） 

22 ◇生産用機械のリース 

方式による導入事業 

46 (-) ・生産用機械の導入 

助成：25 件 

・生産用機械の導入補助

：28 件 

農地保全    

23 ◇集団的農地の維持管理

奨励事業 

30 (-) ・支援対象面積 

：640ha 

・集団的農地保全団体

支援事業 

：645.9ha（49 団体）

・公益施設維持管理奨

励事業：43 団体 

・農の散歩道育成事業

：4 団体 

・集団的農地維持管理

補助事業：3 地区 
 

【凡例】 ●：新規事業（横浜みどり税充当）   ◎：拡充事業（横浜みどり税一部充当）

◇：新規事業等（横浜みどり税非充当） ・：事業費のないもの 
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平成 24 年度事業費 

[百万円] 
施策方針/事業・取組 

総額 横浜 
みどり税
充当額 

平成 24 年度 
事業目標 

平成 24 年度 
事業実績 

24 ●水田保全契約奨励事業 35 (35) ・水田保全契約面積 

：115ha 

・水田保全奨励面積 

：114.4ha 

（うち新規申出：4.8ha）

・水田保全奨励金交付

：112.8ha 

25 ◇かんがい施設整備事業 31 (-) ・かんがい施設整備 

：2 地区 

・かんがい施設整備 

：4 地区 

・夜間警備委託 

：33 地区 

・夜間警備委託 

：35 地区 

26 ●不法投棄対策事業 20 (20)

・住民パトロール・ 

清掃支援：20 地区 

・住民パトロール・ 

清掃支援：27 地区 

・農薬飛散防止ネット 

：7.5ha 

・農薬飛散防止ネット

：2.4ha（15 件） 

・牧草による環境対策等 

：15 地区 

・牧草による環境対策等

：14 地区 

27 ●環境配慮型施設整備 

事業 

81 (81)

・その他施設整備 

：6 件 

・その他施設整備 

：13 件 

担い手育成   

・農業機械導入支援 

：1 地区 

・農業機械導入支援 

：1 地区 

28 ◇機械作業受託組織育成

事業 

24 (-)

・組織育成支援 

：2 地区 

・組織育成：2 地区 

・市民農園コーディ 

ネーター育成研修 

：1 回 

・市民農園コーディネ

ーター育成研修 

：2 回 

29 ◇担い手コーディネーター 

育成・派遣事業 

4 (-)

・援農コーディネーター 

：2 組織 

・援農コーディネーター

協定締結：2 組織 

・経営改善支援 

：28 件 

・経営改善支援 

：48 件 

30 ◇農業後継者・横浜型 

担い手育成事業 

27 (-)

・農業後継者育成 

：12 人 

・農業後継者育成 

：7 人 

31 ●農地貸付促進事業 17 (17) ・長期貸付開始農地 

：17.3ha 

・長期貸付開始農地 

：16.4ha 

確実な担保     

32 ●市民農園用地取得事業 976 (69) ・用地測量 

・用地取得：1.7ha 

・用地測量 

・用地取得：1.4ha 

33 ●農地流動化促進事業 21 (21) ・対象農地面積：6ha ・新規の農地貸借 

：11.0ha 

34 ・国への制度要望 - (-) ・推進 ・8 月に実施 
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■緑をつくる 

 
 
 

平成 24 年度事業費 
[百万円] 

施策方針/事業・取組 

総額 横浜 
みどり税
充当額 

平成 24 年度 
事業目標 

平成 24 年度 

事業実績 

・地域緑化計画策定事業

新規：6 地区 

継続：6 地区 

・地域緑化計画策定の

取組 

新規：3 地区 

継続：6 地区 

（うち協定締結 

：5 地区） 

35 ◎地域緑のまちづくり 

事業 

785 (597)

・地域緑化推進事業 

：12 地区 

・計画に基づく緑化 

整備：11 地区 

・保育園・幼稚園芝生化

助成事業：20 園 

・保育園・幼稚園の 

園庭芝生化助成 

：12 園 

・区民花壇事業 

：7 箇所 

・花壇整備助成 

：4 箇所 

・生垣設置事業 

：100ｍ 

・生垣設置助成 

：9.１m（1 件） 

・屋上緑化助成事業 

：20 件 

・屋上・壁面緑化助成

：12 件 

・名木古木保存事業 

：新規指定 20 本 

・名木古木新規指定 

：10 本 

・維持管理に対する 

助成：69 本 

36 ◎民有地緑化助成事業 47 (30)

・記念樹等生産配布 

事業：19,000 本 

・人生記念樹等配布 

：19,098 本 

37 ◇公共施設緑化事業 268 (-) ・2.0ha ・公共施設の緑化 

：2.1ha（227 箇所）

（うち 

公立保育園の園庭

芝生化；5 園、 

公立小中学校の 

校庭芝生化：8 校）

38 ◇公共施設緑化管理事業 145 (-) ・339 施設、31.6ha ・公共施設の植栽地 

管理：309 施設、 

20.1ha 

39 ◎いきいき街路樹事業 180 (180) ・せん定本数 

：10,000 本 

・街路樹せん定 

：13,162 本 

（118 路線） 

40 ・民有地緑化の誘導等 - (-) ・推進 ・緑化地域制度等推進

中 

41 ・建築物緑化保全契約の

締結（建築物の敷地に

対する固定資産税等の

軽減） 

- (-) ・制度運用 ・緑地保全契約締結 

：14 件（６.９ha）

 

【凡例】 ●：新規事業（横浜みどり税充当）   ◎：拡充事業（横浜みどり税一部充当）

◇：新規事業等（横浜みどり税非充当） ・：事業費のないもの 



 7

 
平成 24 年度事業費 

[百万円] 
施策方針/事業・取組 

総額 横浜 
みどり税
充当額 

平成 24 年度 
事業目標 

平成 24 年度 

事業実績 

42 ◇みどりアップ広報事業 6 (-) ・推進 ・推進 

（よこはま花と緑のス

プリングフェア等の

イベント出展等、平

成 23 年度事業成果

リーフレット作成・

配布・町内会等回覧、

10 月・11 月のみど

りアップ月間に電車

内広告やラジオ放送

での PR 及び公用車

等に PR 用ロゴシー

ル貼付など重点的に

広報・PR を実施、「み

どりアップ」してい

ま す ！ 宣 言 登 録

10,800 件） 

事業費計 

※四捨五入の関係により、合計が

一致しないことがあります。 

15,608 (3,287)  

 

 



 

 

 

   「これからの緑の取組[平成２６－３０年度]（素案）」につきましては、「横浜みど

りアップ計画（新規・拡充施策）」の成果や課題、市民意識調査や土地所有者意識調査

の結果、市会でのご審議などを踏まえ、２５年３月にとりまとめました。 
 

１ 「これからの緑の取組(素案)」の特徴 

＜（ ）内は横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）（平成 21 年度～平成 25 年度）の事業数・目標数値＞ 

（１）市民に分かりやすく、効果の高い取組とするため、終了する事業の廃止、新たな

施策体系にあわせた事業の統合・拡充などにより、事業数は１４に整理 

（４２事業） 

（２）計画の根幹である緑地保全制度による樹林地の指定は、現計画での指定実績や樹

林地の減少傾向に歯止めがかかってきている状況を勘案し、５００ha の指定を目

標として設定（１，１１９ha） 

（３）農景観の保全に直接つながる取組、市民が農を実感できる取組を拡充して緑の取

組として位置づけ、農業経営を支援する取組は、農業振興策として引き続き実施 

（４）「都心臨海部の緑花による賑わいづくり」など、市民が実感できる緑をつくる取

組を強化 

（５）都市公園での新たな取組も素案に位置づけ 

＜素案に位置づけた都市公園での取組の例＞ 

・都市公園内のまとまりのある樹林において、樹林地の維持管理の技術指針である

森づくりガイドライン等を活用した維持管理を実施 

・都心部など多くの市民の目に触れる場所で、土地利用転換などの機会を捉えて用

地を確保し、緑豊かな公園を整備 

・山下公園などの都心臨海部の公園で、緑花による魅力づくりを実施 

 

２ 概算事業費 

約５００億円 

（横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）（平成21年度～平成25年度）の当初事業費(平成21年4月)：約６００億円） 

・平成 21年度～平成 23年度の実績等をもとに、概ねの総事業費を算出したものです。 

・平成 26 年度～平成 30 年度の事業量や必要な費用については、市民意見募集の結果

なども踏まえながら、引き続き検討します。 

 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度](素案)」の概要 

別紙４



樹
林
地
を
守
る

継続保有の促進
①緑地保全制度等の拡充
②篤志の奨励制度

維持管理推進
③緑地再生等管理事業
④市民協働による緑地維持管理事業
⑤森づくりリーダー等育成事業
⑥樹林地管理団体活動助成事業

利活用促進
⑦森の楽しみづくり事業
⑧みどりの夢かなえます事業
⑨間伐材資源循環事業
⑩愛護会、森づくりボランティア活動拠点整備事業
⑪ウェルカムセンター整備事業

確実な担保
⑫特別緑地保全地区指定等拡充事業
⑬よこはま協働の森基金制度の見直し
⑭国への制度要望 →計画外

農
地
を
守
る

継続保有の促進
①生産緑地制度の活用 →計画外
②農園付公園整備事業
③特定農業用施設保全事業

農業振興
④共同直売所の設置支援事業
⑤収穫体験農園の開設支援事業
⑥食と農との連携事業
⑦施設の省エネルギー化推進事業 →計画外
⑧生産用機械のリース方式による導入事業 →計画外

農地保全
⑨集団的農地の維持管理奨励事業
⑩水田保全契約奨励事業
⑪かんがい施設整備事業→計画外
⑫不法投棄対策事業
⑬環境配慮型施設整備事業→一部計画外

担い手育成：
⑭機械作業受託組織育成事業 →計画外
⑮担い手コーディネーター育成・派遣事業
⑯農業後継者・横浜型担い手育成事業 →計画外
⑰農地貸付促進事業

確実な担保
⑱市民農園用地取得事業
⑲農地流動化促進事業
⑳国への制度要望 →計画外

緑
を
つ
く
る

緑化の推進
①地域緑のまちづくり事業
②民有地緑化助成事業
③公共施設緑化事業
④公共施設緑化管理事業
⑤いきいき街路樹事業
⑥民有地緑化の誘導等 →計画外
⑦建築物緑化保全契約の締結
⑧みどりアップ広報事業

現⾏計画体系：42事業

２ 地産地消の推進

１ 農に親しむ取組
の推進

１ 市民が実感でき
る緑を創出する取組
の推進

２ 緑を楽しむ市民
の盛り上がりを醸成
する取組の推進

１ 樹林地の確実な
保全の推進

２ 良好な森を育成
する取組の推進

３ 森と市民とをつ
なげる取組の推進

取組の柱１
市⺠とともに次世代に
つなぐ森を育む

取組の柱２
市⺠が⾝近に農を感じ
る場をつくる

取組の柱３
市⺠が実感できる緑を
つくる

(1) 緑地保全制度による指定の拡大
・市による買取り （旧：樹⑫）

(2)生物多様性・安全性に配慮した森づくり
（旧：樹③④⑨）

(3)森を育む人材の育成 （旧：樹⑤⑥）

(4)市民が森に関わるきっかけづくり
（旧：樹⑦⑪）

緑地保全制度による指定の拡大・
市による買取り

森づくりガイドライン等を活用した
森の育成
指定された樹林地における維持管理の支援
生物多様性に配慮した防災性・安全
性の向上
間伐材の有効活用

森づくりを担う人材の育成
森づくり活動団体への支援

森の楽しみづくり
森に関する情報発信

(1) 良好な農景観の保全
（旧：農③⑨⑩⑫⑬⑰⑲）

(2) 農とふれあう場づくり
（旧：農②⑤⑮⑱、事業の一部は計画

外から）

(4) 市民や企業と連携した地産地消の展開
（旧：農⑥、事業の一部は計画外から）

水田の保全
特定農業用施設保全契約の締結

農景観を良好に維持する取組の支援
多様な主体による農地の利用促進

様々な市民ニーズに合わせた農園の開設
市民が農を楽しみ支援する取組の推進

地産地消を広げる人材の育成
市民や企業等との連携

(3)身近に感じる地産地消の推進
（旧：農④、事業の一部は計画外から）

地産地消にふれる機会の拡大

(1) 民有地での緑の創出 （旧：緑②⑦）

民有地における緑化の助成
建築物緑化保全契約の締結
名木古木の保存
人生記念樹の配布

(2) 公共施設・公有地での緑の創出
（旧：緑③④⑤）

公共施設・公有地での緑の創出・管理
公有地化によるシンボル的な緑の創出
いきいきとした街路樹づくり

(3) 市民協働による緑のまちづくり（旧：緑①）

(4) 子どもを育む空間での緑の創出
（旧：緑②③④）

(5) 緑や花による魅力・賑わいの創出

地域緑のまちづくり

保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出

都心臨海部の緑花による賑わいづくり

効果的な
広報の展開

取組の体系：14事業

効果的な広報の展開 （旧：緑⑧）

取組の柱 施策 事業 取組メニュー

これからの緑の取組［平成26-30年度］（素案）の体系

様々な媒体・手法を用いた広報

見え消し：終了する事業



 

「これからの緑の取組［平成 26-30 年度］（素案）」市民意見募集について 

 
「これからの緑の取組［平成26-30年度］（素案）」に対する市民意見募集を、 

２５年４月５日から５月７日までの期間で実施しました。 

 

１ 市民意見募集の概要 

（１）アンケート方式 

 住民基本台帳から 20 歳以上の市民 5,000 人、法人市民税課税台帳から法人 5,000
社を無作為抽出し、概要版パンフレットと調査票を送付し、回答をいただきました。 
（２）自由記述方式 

 区役所や市内の公共施設等に配架した概要版パンフレットに添付したハガキ、ファ

クス、電子メールでご意見をいただきました。 
＜概要版パンフレット配架場所＞ 

各区役所の広報相談係、市民情報センター、行政サービスコーナー、図書館、公会堂、

区民活動支援センター、ＰＲボックスなど、約 600 か所 

 

２ 回収した調査票、いただいた意見の数 （５月２２日時点） 

（１）アンケート方式 

 個人：1,543 通（回収率 30.9%）、法人：1,294 通（回収率 25.9%） 
 ※選択肢の回答のほか、文章でのご意見も多数いただいております。 
（２）自由記述方式 

274 通（ハガキ、ファックス、電子メール） 
 

 

 

 

別紙５ 



お問合せ
横浜市 環境創造局 政策調整部 政策課 みどり政策調整担当（関内中央ビル6階）
電話：045-671-4214　 FAX：045-641-3490　Email：ks-mimiplan@city.yokohama.jp
〒231-0017 横浜市中区港町1-1

5 6 1

ご意見の提出方法

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

郵送

これからの緑の取組 ［平成26-30年度］（素案）は次の場所で閲覧できます

素案策定までの経緯については、環境創造局のウェブサイトで公開しています
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

　このパンフレットに付属しているハガキにご記入いただき、５月７日までに郵便ポストにご投函ください。
切手は不要です。

ＦＡＸ ＦＡＸ番号： 045-641-3490

宛先： ks-mimiplan@city.yokohama.jp

　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、上の番号あてにお送りください。

Ｅメール
　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、件名に「素案への意見」と明記してお送りください。

❶各区役所の広報相談係　❷市民情報センター（市庁舎１階）
❸環境創造局政策課　　　❹環境創造局のウェブサイト　http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）３か年の事業・取組の評価・検証
〇横浜市環境創造審議会からの答申『緑施策の重点取組について』
〇横浜の緑に関する市民意識調査・土地所有者意識調査の結果

　緑の保全・創造に継続的に取り
組むための安定的な財源として、
平成21年度から「横浜みどり税」
を市民の皆様にご負担いただい
ています。横浜みどり税は、平成
21～25年度までの計画である

「横浜みどりアップ計画（新規・拡
充施策）」の費用の一部に活用し
ています。

横浜みどり税の使い道は？

税額について
＜個人＞
市民税の均等割に年間900円（月額にすると75円）を上乗せ（平成25年度課税分まで）
※所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。  
＜法人＞
市民税の年間均等割額の９％相当額を上乗せ（平成21年４月１日～平成26年３月31日の間に開
始する事業年度分） 
※ただし、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。

●相続の場合などに対応した公有地化など、樹林地・農地の保全　●市民が身近に緑を実感するこ
とができるような緑化の推進　●樹林地の維持管理の充実による緑の質の向上　●ボランティア
など市民参画の促進につながる事業　●相続などの場合に対応した公有地化など、樹林地・農地
の保全　など

横浜みどりアップ計画(新規・拡充施策)の主な成果〈平成21～23年度〉

　横浜市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に豊かな緑の環境があります。こ
の緑の環境を後世に引き継いでいくため、本市では平成21年度から「横浜みどりアップ計
画（新規・拡充施策）」に基づく取組を、市民の皆様とともに進めてきました。この計画には、

「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の３つの柱があり、費用の一部に市民の皆様に
ご負担いただいている横浜みどり税を活用しています。

　「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」は平成25年度までの計画ですが、緑の保全や
創造には継続的に取り組むことが重要です。そこで本市では、これまでの成果や課題、市民
意識調査や土地所有者意識調査の結果などを踏まえ、これからの緑の取組［平成26-30年
度］（素案）をまとめました。この素案について市民の皆様からいただくご意見を、取組に生
かしていきます。

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

●市民協働による緑地
　維持管理事業
　9か所で実施
●森の楽しみづくり事業
　森の恵み塾149回開催

など全14事業

そ の 他 の 取 組

●収穫体験農園の開設
　支援事業
　63か所で支援
●農地流動化促進事業
　新規の農地貸借15.6ha

など全20事業

そ の 他 の 取 組

●校庭・園庭98か所を
　芝生化
●民有地緑化助成事業
　屋上緑化助成40件

など全8事業

そ の 他 の 取 組

新たに310haの樹林地
を守り、樹林地の減少傾向
が鈍化

110haの水田を保全
地域で緑を育む取組を12地区で支援

樹林地を守る 取組

緑をつくる 取組
農地を守る 取組

200（ha)

守られた樹林地面積の推移 H21～23実績：310ha
H25までの目標：1,119ha

樹林地の減少傾向の推移

100

-50
-61 -54

-13 -16 -7

-100

0

0
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

平均約20ha／年

平均約100ha／年

市街化区域 市街化調整区域

87.8
117.5 104.6

樹林地の
減少傾向が
鈍化！

計画開始前の約5倍の
スピードで守りました

約20ha/年
→約100ha/年

（固定資産税の課税対象となる
土地面積から算出した参考値）

これまで守った樹林地の
一部を買取：61ha
（H21～23実績）

-43 -41 -36
横浜公園
約50個分！

これからの緑の取組［平成26-30年度］（素案）について
市民の皆様のご意見を募集します

みどりアップ
計画期間

1

横浜みどり税も活用し、緑を守り・
つくり・育む取組が進んでいます

横浜みどり税とは

新たに守った
樹林地面積

これまでの
取組

これからの
緑の取組

➡市民意見募集のページへ

横浜市水と緑の基本計画とは？
　横浜らしい水・緑環境の実現を目指し、取り組むべき内容
をまとめた計画です（都市緑地法に基づく）。そのうち、特に
重点を置いて取り組む内容をまとめたのが「これからの緑
の取組[平成26-30年度](素案)」です。

横浜市水と緑の基本計画（平成18～37年度）
◆重点的な取組

これからの緑の取組
[平成26-30年度]

横浜みどりアップ計画
（新規・拡充施策）
[平成21-25年度]

このパンフレットはこの
取組の「素案」概要です

市民意見募集

平成26年3月（予定）   これからの緑の取組[平成26-30年度]策定
             4月（予定）   これからの緑の取組[平成26-30年度]スタート

平成24年７～８月
横浜の緑に関する
市民意識調査、
土地所有者意識調査

平成24年12月
横浜市環境創造審議会か
ら「緑施策の重点取組につ
いて」答申

平成21年４月　横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）開始
　　　　　　　横浜みどり税条例施行

平成25年3月 これからの緑の取組（素案）[平成26-30年度] 策定

  ・街の賑わいや魅力創出のため、多くの市民や観光客が訪れる都心臨海部を緑や花で彩
　ります。
  ・市民に身近な、学校や区役所などの公共施設で率先して緑を創出します。
  ・緑を創出する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

市民が「実感できる」緑を創出します

公園で、新たな取組を始めます
  ・公園内のまとまった森で、生物多様性などに配慮した維持管理を行います。
  ・緑の少ない都心部など多くの市民の目にふれる場所で、国や市などが持っている土地
　の利用形態が変更になる機会に用地を確保し、緑豊かな公園を整備します。

横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）で成果の出ている取組を継続・
発展させます
  ・樹林地や農地など、緑を守る取組を継続して進め、緑の減少に歯止めをかけます。
  ・森の維持管理や地域での緑の創出など、市民や事業者の皆様と進めている協働の取組
　を充実させます。

  ・「農にふれたい」という声に応え、様々なニーズに合わせた農園の開設や、地産地消を
　広げる取組を進めます。

市民と農の関わりを深める取組を展開します

  ・総事業費は、平成21～23年度までの取組の実績などをもとに、概ねの費用を算出しま
　した。
  ・平成26～30年度の事業量は、市民意見募集の結果などを踏まえて検討していきます。
  ・横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）[平成21-25年度]の当初事業費は、約600億　
　円（※)です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成21年4月時点。財源の内訳は国費、市債、市税など

これからの緑の取組[平成26-30年度](素案)の総事業費は約500億円です

これまでの経緯と今後のスケジュール

平成24年６月
横浜みどりアップ計画（新
規・拡充施策）３か年の事
業・取組の評価・検証

これからの緑の取組[平成26-30年度]（素案）の特徴



横浜の緑の課題

課題❶ 樹林地の減少傾向は鈍化していますが、
          緑を守る取組は、まだ必要です

課題❸ 「緑と関わりたい」と考える市民が増えています

課題❷ 緑の「質」を高める必要性が高まって
          います

　平成23年度までの取組により、樹林地の減少傾向は鈍化
しています。しかし、樹林地の多くは民有地で、緑地保全制
度（下欄参照）により守られていない樹林地が多くあること
から、今後、これらが失われる可能性があります。

　樹林地をお持ちの方と市との保全契約などにより、樹
林地を守る制度です。市は、樹林地をお持ちの方と相談
し、保全する場所を指定します。
　緑地保全制度にはいくつかの種類があり、相続など
の場合に、市が買取希望に対応する制度もあります。

　「農」とのふれあいなど、自然や緑と関わりながら暮らしたいと考える市民が増えています。地域で緑を育むことは、
コミュニティ醸成にもつながります。市民が緑に関わる機会を増やすことが求められています。

　生物多様性の保全が求められています。また、街の賑
わいや魅力づくりにつながる緑の創出も必要です。緑に
期待される多様な役割が発揮されるような環境を整えて
いく必要があります。

写真左：手入れがされていない森
写真右：森の維持管理の様子

▲市民が「農」に関して、現在行っていること、今後行ってみたいこと
（横浜の緑に関する市民意識調査：平成24年7月）▲地域で緑を育む活動

▲守っていく樹林地の面積と
制度で守られた樹林地面積の推移

横浜の農産物を買うなどの地産地消

0% 25% 50% 75% 100%

イチゴ狩りや芋掘りなどの収穫体験
市民農園など、一年を通して野菜の栽培

谷戸や里山を守る活動
ボランティアなどによる農家の支援

27.4

33.418.2

54.8

32.4

3,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25
（年度）

※平成24年度以降の数値は見込み値です

(ha)

2,500
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1.4
6.5

2.4

守っていく樹林地の面積（推計）

緑地保全制度で守られた樹林地の面積※

緑地保全制度で
守られていない
樹林地

緑 地 保 全 制 度 と は ？

【法に基づく制度】
特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区

【条例に基づく制度】
市民の森、緑地保存地区、源流の森保存地区など

市民の森

特別緑地保全地区

　所有者のご協力のもと、緑地を保全する
とともに市民の憩いの場として利用させて
いただく制度です。この制度に指定される
と、固定資産税の減免などを受けられます。

　まとまりのある貴重な緑地を、都
市計画により永続的に保全します。こ
の制度に指定されると、相続税が評
価減となるなどの優遇があります。

代表的な
制度の特徴
　土地をお持ちの方の負担
を軽減しながら樹林地を守
ります。

現在行っている
今後行ってみたい

▶豊かな緑を身近に感
じることができ、賑わい
のある空間

これからの緑の取組[平成26-30年度] （素案）の概要
　緑とともにある暮らしの豊かさを次世代に引き継ぐため、これからの緑の取組[平成26-30
年度]では、これまでの取組の成果や横浜の緑の課題を踏まえて、取組の理念と目標を次のよ
うに定め、市民や事業者の皆様とも連携しながら、その実現を目指します。

緑の減少に歯止めをかけ、総量の維持を目指します
緑地保全制度の指定により保全される樹林地が増加、水田の保全面積が増加、市街地で緑を創出する取組が進展　など

地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高めます
森の保全管理など生物多様性に配慮した取組の進展、緑や花の創出により街の魅力・賑わいが向上　など

市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮らしを実現します
森に関わるイベントや農作物の収穫体験、地域の緑化活動など、市民や事業者の皆様が緑に関わる機会が増加　など

取組の理念：みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜

　森（樹林地）の多様な役割に配慮しながら、緑のつながりの拠点となるまと
まりのある森を重点的に保全するとともに、保全された森を市民や事業者の
皆様とともに育み、次世代に継承します。

取組の柱
市民とともに次世代につなぐ森を育む

三保・新治地区のまとまりのある森

森づくりボランティアによる活動

森に関わるイベント

・樹林地 500ha を新たに保全
・生物多様性・安全性に配慮した森づくり
・森に関わるイベント開催 180 回

５か年の
主な取組

❶緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り
  ・樹林地500haを、緑地保全制度により新たに指定して保全
  ・所有者の相続などの場合に、市が樹林地を買取り（108haを想定）
  ・保全した樹林地を対象に、散策路などを整備

施策１ 樹林地の確実な保全の推進

❷生物多様性・安全性に配慮した森づくり
  ・生物多様性や安全性に配慮し、森づくりガイドライン等を活用した樹林地（市
　民の森や都市公園内のまとまった森）の維持管理を推進
  ・緑地保全制度により指定した樹林地（民有地）の維持管理作業を支援
  ・防災性や安全性向上のため、生物多様性にも配慮した法面整備を実施
❸森を育む人材の育成
  ・森づくりに取り組む団体やボランティアの活動を支援

施策２ 良好な森を育成する取組の推進

❹市民が森に関わるきっかけづくり
  ・森に関わるきっかけとなるイベントを180回開催
  ・市民の森のマップを作成・配布
  ・市民が森について理解を深められるよう、ウェルカムセンター５館を運営

施策３ 森と市民とをつなげる取組を推進

3

横浜公園
約80個分！

取 

組 

一 

覧

1

　取組の内容を、様々な手法を用いて市民の皆様にお知らせする
とともに、緑に関わる活動に参加するきっかけを提供します。

効果的な広報の展開   効果的な広報の展開
  ・広報よこはまや、ソーシャルメディアな
　ど多様な媒体を活用した広報を展開

５
か
年
の
目
標

　街の魅力を高め賑わいづくりにつながる緑や地域の緑、街路樹などの緑の
創出に、緑のネットワーク形成も念頭において取り組みます。また、地域で緑を
創出・継承する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

取組の柱
市民が実感できる緑をつくる

華やぎのある緑と花の空間

・民有地における緑化の助成 65 件
・市民協働による緑のまちづくり 49 地区
・都心臨海部での緑や花による賑わい創出

５か年の
主な取組

❶民有地での緑の創出
  ・緑化の助成65件、人生記念樹40,000本の配布などにより民有地で緑を創出
❷公共施設・公有地での緑の創出
  ・公共施設・公有地58か所で率先して緑を創出するほか、各区の代表的な街
　路樹を良好に育む取組を推進

施策１ 市民が実感できる緑を創出する取組の推進

❸市民協働による緑のまちづくり
  ・住宅地、オフィス街など49地区で、地域にふさわしい緑を創出
❹子どもを育む空間での緑の創出
  ・保育園、幼稚園、小中学校合わせて100か所で芝生や花壇などの緑を創出
❺緑や花による魅力・賑わいの創出
  ・都心臨海部において、緑と花による魅力づくりを集中的に展開

施策２ 緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進

取 

組 

一 

覧
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賑わう緑の空間

季節ごとに美しい景観をつくる街路樹

2 3 4

　景観や生物多様性の保全など農地が持つ環境面での役割に着目した取組、
地産地消や農体験の場の創出など、市民の皆様と農の関わりを深める取組を
展開します。

取組の柱
市民が身近に農を感じる場をつくる

谷戸の農景観

気軽に楽しめる収穫体験

はまふぅどコンシェルジュの育成講座

・水田を125ha保全
・市民が楽しめる農園を 25.8ha 開設
・市民や企業と連携した地産地消の展開

５か年の
主な取組

❶良好な農景観の保全
  ・10年間の作付継続を条件に奨励金を交付し、水田を 125ha 保全
  ・農地の周りへの花木の植栽など、農景観を良好に維持する取組を支援
  ・市の仲介などにより、多様な主体による農地の利用を促進（80ha）
❷農とふれあう場づくり
  ・収穫体験ができる農園など様々な市民ニーズに合わせた農園を25.8ha開設
  ・横浜ふるさと村や恵みの里で農体験教室などを500回開催

施策１ 農に親しむ取組の推進

❸身近に感じる地産地消の推進
  ・直売所や農産物加工所52か所の整備支援や、情報誌等で地産地消の取組をPR
❹市民や企業と連携した地産地消の展開
  ・地産地消を広げる人材(はまふぅどコンシェルジュ）の育成、活動の支援（100件）
  ・企業等と連携した地産地消の取組50件を実施

施策２ 地産地消の推進

取 

組 

一 

覧

22



横浜の緑の課題

課題❶ 樹林地の減少傾向は鈍化していますが、
          緑を守る取組は、まだ必要です

課題❸ 「緑と関わりたい」と考える市民が増えています

課題❷ 緑の「質」を高める必要性が高まって
          います

　平成23年度までの取組により、樹林地の減少傾向は鈍化
しています。しかし、樹林地の多くは民有地で、緑地保全制
度（下欄参照）により守られていない樹林地が多くあること
から、今後、これらが失われる可能性があります。

　樹林地をお持ちの方と市との保全契約などにより、樹
林地を守る制度です。市は、樹林地をお持ちの方と相談
し、保全する場所を指定します。
　緑地保全制度にはいくつかの種類があり、相続など
の場合に、市が買取希望に対応する制度もあります。

　「農」とのふれあいなど、自然や緑と関わりながら暮らしたいと考える市民が増えています。地域で緑を育むことは、
コミュニティ醸成にもつながります。市民が緑に関わる機会を増やすことが求められています。

　生物多様性の保全が求められています。また、街の賑
わいや魅力づくりにつながる緑の創出も必要です。緑に
期待される多様な役割が発揮されるような環境を整えて
いく必要があります。

写真左：手入れがされていない森
写真右：森の維持管理の様子

▲市民が「農」に関して、現在行っていること、今後行ってみたいこと
（横浜の緑に関する市民意識調査：平成24年7月）▲地域で緑を育む活動

▲守っていく樹林地の面積と
制度で守られた樹林地面積の推移

横浜の農産物を買うなどの地産地消

0% 25% 50% 75% 100%

イチゴ狩りや芋掘りなどの収穫体験
市民農園など、一年を通して野菜の栽培

谷戸や里山を守る活動
ボランティアなどによる農家の支援

27.4

33.418.2

54.8

32.4

3,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25
（年度）

※平成24年度以降の数値は見込み値です

(ha)
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守っていく樹林地の面積（推計）

緑地保全制度で守られた樹林地の面積※

緑地保全制度で
守られていない
樹林地

緑 地 保 全 制 度 と は ？

【法に基づく制度】
特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区

【条例に基づく制度】
市民の森、緑地保存地区、源流の森保存地区など

市民の森

特別緑地保全地区

　所有者のご協力のもと、緑地を保全する
とともに市民の憩いの場として利用させて
いただく制度です。この制度に指定される
と、固定資産税の減免などを受けられます。

　まとまりのある貴重な緑地を、都
市計画により永続的に保全します。こ
の制度に指定されると、相続税が評
価減となるなどの優遇があります。

代表的な
制度の特徴
　土地をお持ちの方の負担
を軽減しながら樹林地を守
ります。

現在行っている
今後行ってみたい

▶豊かな緑を身近に感
じることができ、賑わい
のある空間

これからの緑の取組[平成26-30年度] （素案）の概要
　緑とともにある暮らしの豊かさを次世代に引き継ぐため、これからの緑の取組[平成26-30
年度]では、これまでの取組の成果や横浜の緑の課題を踏まえて、取組の理念と目標を次のよ
うに定め、市民や事業者の皆様とも連携しながら、その実現を目指します。

緑の減少に歯止めをかけ、総量の維持を目指します
緑地保全制度の指定により保全される樹林地が増加、水田の保全面積が増加、市街地で緑を創出する取組が進展　など

地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高めます
森の保全管理など生物多様性に配慮した取組の進展、緑や花の創出により街の魅力・賑わいが向上　など

市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮らしを実現します
森に関わるイベントや農作物の収穫体験、地域の緑化活動など、市民や事業者の皆様が緑に関わる機会が増加　など

取組の理念：みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜

　森（樹林地）の多様な役割に配慮しながら、緑のつながりの拠点となるまと
まりのある森を重点的に保全するとともに、保全された森を市民や事業者の
皆様とともに育み、次世代に継承します。

取組の柱
市民とともに次世代につなぐ森を育む

三保・新治地区のまとまりのある森

森づくりボランティアによる活動

森に関わるイベント

・樹林地 500ha を新たに保全
・生物多様性・安全性に配慮した森づくり
・森に関わるイベント開催 180 回

５か年の
主な取組

❶緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り
  ・樹林地500haを、緑地保全制度により新たに指定して保全
  ・所有者の相続などの場合に、市が樹林地を買取り（108haを想定）
  ・保全した樹林地を対象に、散策路などを整備

施策１ 樹林地の確実な保全の推進

❷生物多様性・安全性に配慮した森づくり
  ・生物多様性や安全性に配慮し、森づくりガイドライン等を活用した樹林地（市
　民の森や都市公園内のまとまった森）の維持管理を推進
  ・緑地保全制度により指定した樹林地（民有地）の維持管理作業を支援
  ・防災性や安全性向上のため、生物多様性にも配慮した法面整備を実施
❸森を育む人材の育成
  ・森づくりに取り組む団体やボランティアの活動を支援

施策２ 良好な森を育成する取組の推進

❹市民が森に関わるきっかけづくり
  ・森に関わるきっかけとなるイベントを180回開催
  ・市民の森のマップを作成・配布
  ・市民が森について理解を深められるよう、ウェルカムセンター５館を運営

施策３ 森と市民とをつなげる取組を推進

3

横浜公園
約80個分！
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　取組の内容を、様々な手法を用いて市民の皆様にお知らせする
とともに、緑に関わる活動に参加するきっかけを提供します。

効果的な広報の展開   効果的な広報の展開
  ・広報よこはまや、ソーシャルメディアな
　ど多様な媒体を活用した広報を展開

５
か
年
の
目
標

　街の魅力を高め賑わいづくりにつながる緑や地域の緑、街路樹などの緑の
創出に、緑のネットワーク形成も念頭において取り組みます。また、地域で緑を
創出・継承する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

取組の柱
市民が実感できる緑をつくる

華やぎのある緑と花の空間

・民有地における緑化の助成 65 件
・市民協働による緑のまちづくり 49 地区
・都心臨海部での緑や花による賑わい創出

５か年の
主な取組

❶民有地での緑の創出
  ・緑化の助成65件、人生記念樹40,000本の配布などにより民有地で緑を創出
❷公共施設・公有地での緑の創出
  ・公共施設・公有地58か所で率先して緑を創出するほか、各区の代表的な街
　路樹を良好に育む取組を推進

施策１ 市民が実感できる緑を創出する取組の推進

❸市民協働による緑のまちづくり
  ・住宅地、オフィス街など49地区で、地域にふさわしい緑を創出
❹子どもを育む空間での緑の創出
  ・保育園、幼稚園、小中学校合わせて100か所で芝生や花壇などの緑を創出
❺緑や花による魅力・賑わいの創出
  ・都心臨海部において、緑と花による魅力づくりを集中的に展開

施策２ 緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進
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賑わう緑の空間

季節ごとに美しい景観をつくる街路樹

2 3 4

　景観や生物多様性の保全など農地が持つ環境面での役割に着目した取組、
地産地消や農体験の場の創出など、市民の皆様と農の関わりを深める取組を
展開します。

取組の柱
市民が身近に農を感じる場をつくる

谷戸の農景観

気軽に楽しめる収穫体験

はまふぅどコンシェルジュの育成講座

・水田を125ha保全
・市民が楽しめる農園を 25.8ha 開設
・市民や企業と連携した地産地消の展開

５か年の
主な取組

❶良好な農景観の保全
  ・10年間の作付継続を条件に奨励金を交付し、水田を 125ha 保全
  ・農地の周りへの花木の植栽など、農景観を良好に維持する取組を支援
  ・市の仲介などにより、多様な主体による農地の利用を促進（80ha）
❷農とふれあう場づくり
  ・収穫体験ができる農園など様々な市民ニーズに合わせた農園を25.8ha開設
  ・横浜ふるさと村や恵みの里で農体験教室などを500回開催

施策１ 農に親しむ取組の推進

❸身近に感じる地産地消の推進
  ・直売所や農産物加工所52か所の整備支援や、情報誌等で地産地消の取組をPR
❹市民や企業と連携した地産地消の展開
  ・地産地消を広げる人材(はまふぅどコンシェルジュ）の育成、活動の支援（100件）
  ・企業等と連携した地産地消の取組50件を実施

施策２ 地産地消の推進
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横浜の緑の課題

課題❶ 樹林地の減少傾向は鈍化していますが、
          緑を守る取組は、まだ必要です

課題❸ 「緑と関わりたい」と考える市民が増えています

課題❷ 緑の「質」を高める必要性が高まって
          います

　平成23年度までの取組により、樹林地の減少傾向は鈍化
しています。しかし、樹林地の多くは民有地で、緑地保全制
度（下欄参照）により守られていない樹林地が多くあること
から、今後、これらが失われる可能性があります。

　樹林地をお持ちの方と市との保全契約などにより、樹
林地を守る制度です。市は、樹林地をお持ちの方と相談
し、保全する場所を指定します。
　緑地保全制度にはいくつかの種類があり、相続など
の場合に、市が買取希望に対応する制度もあります。

　「農」とのふれあいなど、自然や緑と関わりながら暮らしたいと考える市民が増えています。地域で緑を育むことは、
コミュニティ醸成にもつながります。市民が緑に関わる機会を増やすことが求められています。

　生物多様性の保全が求められています。また、街の賑
わいや魅力づくりにつながる緑の創出も必要です。緑に
期待される多様な役割が発揮されるような環境を整えて
いく必要があります。

写真左：手入れがされていない森
写真右：森の維持管理の様子

▲市民が「農」に関して、現在行っていること、今後行ってみたいこと
（横浜の緑に関する市民意識調査：平成24年7月）▲地域で緑を育む活動

▲守っていく樹林地の面積と
制度で守られた樹林地面積の推移

横浜の農産物を買うなどの地産地消

0% 25% 50% 75% 100%

イチゴ狩りや芋掘りなどの収穫体験
市民農園など、一年を通して野菜の栽培

谷戸や里山を守る活動
ボランティアなどによる農家の支援

27.4

33.418.2

54.8

32.4

3,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25
（年度）

※平成24年度以降の数値は見込み値です

(ha)

2,500

2,000
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1,000

500

0

30.7

20.8

1.4
6.5

2.4

守っていく樹林地の面積（推計）

緑地保全制度で守られた樹林地の面積※

緑地保全制度で
守られていない
樹林地

緑 地 保 全 制 度 と は ？

【法に基づく制度】
特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区

【条例に基づく制度】
市民の森、緑地保存地区、源流の森保存地区など

市民の森

特別緑地保全地区

　所有者のご協力のもと、緑地を保全する
とともに市民の憩いの場として利用させて
いただく制度です。この制度に指定される
と、固定資産税の減免などを受けられます。

　まとまりのある貴重な緑地を、都
市計画により永続的に保全します。こ
の制度に指定されると、相続税が評
価減となるなどの優遇があります。

代表的な
制度の特徴
　土地をお持ちの方の負担
を軽減しながら樹林地を守
ります。

現在行っている
今後行ってみたい

▶豊かな緑を身近に感
じることができ、賑わい
のある空間

これからの緑の取組[平成26-30年度] （素案）の概要
　緑とともにある暮らしの豊かさを次世代に引き継ぐため、これからの緑の取組[平成26-30
年度]では、これまでの取組の成果や横浜の緑の課題を踏まえて、取組の理念と目標を次のよ
うに定め、市民や事業者の皆様とも連携しながら、その実現を目指します。

緑の減少に歯止めをかけ、総量の維持を目指します
緑地保全制度の指定により保全される樹林地が増加、水田の保全面積が増加、市街地で緑を創出する取組が進展　など

地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高めます
森の保全管理など生物多様性に配慮した取組の進展、緑や花の創出により街の魅力・賑わいが向上　など

市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮らしを実現します
森に関わるイベントや農作物の収穫体験、地域の緑化活動など、市民や事業者の皆様が緑に関わる機会が増加　など

取組の理念：みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜

　森（樹林地）の多様な役割に配慮しながら、緑のつながりの拠点となるまと
まりのある森を重点的に保全するとともに、保全された森を市民や事業者の
皆様とともに育み、次世代に継承します。

取組の柱
市民とともに次世代につなぐ森を育む

三保・新治地区のまとまりのある森

森づくりボランティアによる活動

森に関わるイベント

・樹林地 500ha を新たに保全
・生物多様性・安全性に配慮した森づくり
・森に関わるイベント開催 180 回

５か年の
主な取組

❶緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り
  ・樹林地500haを、緑地保全制度により新たに指定して保全
  ・所有者の相続などの場合に、市が樹林地を買取り（108haを想定）
  ・保全した樹林地を対象に、散策路などを整備

施策１ 樹林地の確実な保全の推進

❷生物多様性・安全性に配慮した森づくり
  ・生物多様性や安全性に配慮し、森づくりガイドライン等を活用した樹林地（市
　民の森や都市公園内のまとまった森）の維持管理を推進
  ・緑地保全制度により指定した樹林地（民有地）の維持管理作業を支援
  ・防災性や安全性向上のため、生物多様性にも配慮した法面整備を実施
❸森を育む人材の育成
  ・森づくりに取り組む団体やボランティアの活動を支援

施策２ 良好な森を育成する取組の推進

❹市民が森に関わるきっかけづくり
  ・森に関わるきっかけとなるイベントを180回開催
  ・市民の森のマップを作成・配布
  ・市民が森について理解を深められるよう、ウェルカムセンター５館を運営

施策３ 森と市民とをつなげる取組を推進

3

横浜公園
約80個分！
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　取組の内容を、様々な手法を用いて市民の皆様にお知らせする
とともに、緑に関わる活動に参加するきっかけを提供します。

効果的な広報の展開   効果的な広報の展開
  ・広報よこはまや、ソーシャルメディアな
　ど多様な媒体を活用した広報を展開

５
か
年
の
目
標

　街の魅力を高め賑わいづくりにつながる緑や地域の緑、街路樹などの緑の
創出に、緑のネットワーク形成も念頭において取り組みます。また、地域で緑を
創出・継承する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

取組の柱
市民が実感できる緑をつくる

華やぎのある緑と花の空間

・民有地における緑化の助成 65 件
・市民協働による緑のまちづくり 49 地区
・都心臨海部での緑や花による賑わい創出

５か年の
主な取組

❶民有地での緑の創出
  ・緑化の助成65件、人生記念樹40,000本の配布などにより民有地で緑を創出
❷公共施設・公有地での緑の創出
  ・公共施設・公有地58か所で率先して緑を創出するほか、各区の代表的な街
　路樹を良好に育む取組を推進

施策１ 市民が実感できる緑を創出する取組の推進

❸市民協働による緑のまちづくり
  ・住宅地、オフィス街など49地区で、地域にふさわしい緑を創出
❹子どもを育む空間での緑の創出
  ・保育園、幼稚園、小中学校合わせて100か所で芝生や花壇などの緑を創出
❺緑や花による魅力・賑わいの創出
  ・都心臨海部において、緑と花による魅力づくりを集中的に展開

施策２ 緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進
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賑わう緑の空間

季節ごとに美しい景観をつくる街路樹

2 3 4

　景観や生物多様性の保全など農地が持つ環境面での役割に着目した取組、
地産地消や農体験の場の創出など、市民の皆様と農の関わりを深める取組を
展開します。

取組の柱
市民が身近に農を感じる場をつくる

谷戸の農景観

気軽に楽しめる収穫体験

はまふぅどコンシェルジュの育成講座

・水田を125ha保全
・市民が楽しめる農園を 25.8ha 開設
・市民や企業と連携した地産地消の展開

５か年の
主な取組

❶良好な農景観の保全
  ・10年間の作付継続を条件に奨励金を交付し、水田を 125ha 保全
  ・農地の周りへの花木の植栽など、農景観を良好に維持する取組を支援
  ・市の仲介などにより、多様な主体による農地の利用を促進（80ha）
❷農とふれあう場づくり
  ・収穫体験ができる農園など様々な市民ニーズに合わせた農園を25.8ha開設
  ・横浜ふるさと村や恵みの里で農体験教室などを500回開催

施策１ 農に親しむ取組の推進

❸身近に感じる地産地消の推進
  ・直売所や農産物加工所52か所の整備支援や、情報誌等で地産地消の取組をPR
❹市民や企業と連携した地産地消の展開
  ・地産地消を広げる人材(はまふぅどコンシェルジュ）の育成、活動の支援（100件）
  ・企業等と連携した地産地消の取組50件を実施

施策２ 地産地消の推進
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お問合せ
横浜市 環境創造局 政策調整部 政策課 みどり政策調整担当（関内中央ビル6階）
電話：045-671-4214　 FAX：045-641-3490　Email：ks-mimiplan@city.yokohama.jp
〒231-0017 横浜市中区港町1-1

5 6 1

ご意見の提出方法

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

郵送

これからの緑の取組 ［平成26-30年度］（素案）は次の場所で閲覧できます

素案策定までの経緯については、環境創造局のウェブサイトで公開しています
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

　このパンフレットに付属しているハガキにご記入いただき、５月７日までに郵便ポストにご投函ください。
切手は不要です。

ＦＡＸ ＦＡＸ番号： 045-641-3490

宛先： ks-mimiplan@city.yokohama.jp

　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、上の番号あてにお送りください。

Ｅメール
　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、件名に「素案への意見」と明記してお送りください。

❶各区役所の広報相談係　❷市民情報センター（市庁舎１階）
❸環境創造局政策課　　　❹環境創造局のウェブサイト　http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）３か年の事業・取組の評価・検証
〇横浜市環境創造審議会からの答申『緑施策の重点取組について』
〇横浜の緑に関する市民意識調査・土地所有者意識調査の結果

　緑の保全・創造に継続的に取り
組むための安定的な財源として、
平成21年度から「横浜みどり税」
を市民の皆様にご負担いただい
ています。横浜みどり税は、平成
21～25年度までの計画である

「横浜みどりアップ計画（新規・拡
充施策）」の費用の一部に活用し
ています。

横浜みどり税の使い道は？

税額について
＜個人＞
市民税の均等割に年間900円（月額にすると75円）を上乗せ（平成25年度課税分まで）
※所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。  
＜法人＞
市民税の年間均等割額の９％相当額を上乗せ（平成21年４月１日～平成26年３月31日の間に開
始する事業年度分） 
※ただし、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。

●相続の場合などに対応した公有地化など、樹林地・農地の保全　●市民が身近に緑を実感するこ
とができるような緑化の推進　●樹林地の維持管理の充実による緑の質の向上　●ボランティア
など市民参画の促進につながる事業　●相続などの場合に対応した公有地化など、樹林地・農地
の保全　など

横浜みどりアップ計画(新規・拡充施策)の主な成果〈平成21～23年度〉

　横浜市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に豊かな緑の環境があります。こ
の緑の環境を後世に引き継いでいくため、本市では平成21年度から「横浜みどりアップ計
画（新規・拡充施策）」に基づく取組を、市民の皆様とともに進めてきました。この計画には、

「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の３つの柱があり、費用の一部に市民の皆様に
ご負担いただいている横浜みどり税を活用しています。

　「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」は平成25年度までの計画ですが、緑の保全や
創造には継続的に取り組むことが重要です。そこで本市では、これまでの成果や課題、市民
意識調査や土地所有者意識調査の結果などを踏まえ、これからの緑の取組［平成26-30年
度］（素案）をまとめました。この素案について市民の皆様からいただくご意見を、取組に生
かしていきます。

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

●市民協働による緑地
　維持管理事業
　9か所で実施
●森の楽しみづくり事業
　森の恵み塾149回開催

など全14事業

そ の 他 の 取 組

●収穫体験農園の開設
　支援事業
　63か所で支援
●農地流動化促進事業
　新規の農地貸借15.6ha

など全20事業

そ の 他 の 取 組

●校庭・園庭98か所を
　芝生化
●民有地緑化助成事業
　屋上緑化助成40件

など全8事業

そ の 他 の 取 組

新たに310haの樹林地
を守り、樹林地の減少傾向
が鈍化

110haの水田を保全
地域で緑を育む取組を12地区で支援

樹林地を守る 取組

緑をつくる 取組
農地を守る 取組

200（ha)

守られた樹林地面積の推移 H21～23実績：310ha
H25までの目標：1,119ha

樹林地の減少傾向の推移

100

-50
-61 -54

-13 -16 -7

-100

0

0
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

平均約20ha／年

平均約100ha／年

市街化区域 市街化調整区域

87.8
117.5 104.6

樹林地の
減少傾向が
鈍化！

計画開始前の約5倍の
スピードで守りました

約20ha/年
→約100ha/年

（固定資産税の課税対象となる
土地面積から算出した参考値）

これまで守った樹林地の
一部を買取：61ha
（H21～23実績）

-43 -41 -36
横浜公園
約50個分！

これからの緑の取組［平成26-30年度］（素案）について
市民の皆様のご意見を募集します

みどりアップ
計画期間

1

横浜みどり税も活用し、緑を守り・
つくり・育む取組が進んでいます

横浜みどり税とは

新たに守った
樹林地面積

これまでの
取組

これからの
緑の取組

➡市民意見募集のページへ

横浜市水と緑の基本計画とは？
　横浜らしい水・緑環境の実現を目指し、取り組むべき内容
をまとめた計画です（都市緑地法に基づく）。そのうち、特に
重点を置いて取り組む内容をまとめたのが「これからの緑
の取組[平成26-30年度](素案)」です。

横浜市水と緑の基本計画（平成18～37年度）
◆重点的な取組

これからの緑の取組
[平成26-30年度]

横浜みどりアップ計画
（新規・拡充施策）
[平成21-25年度]

このパンフレットはこの
取組の「素案」概要です

市民意見募集

平成26年3月（予定）   これからの緑の取組[平成26-30年度]策定
             4月（予定）   これからの緑の取組[平成26-30年度]スタート

平成24年７～８月
横浜の緑に関する
市民意識調査、
土地所有者意識調査

平成24年12月
横浜市環境創造審議会か
ら「緑施策の重点取組につ
いて」答申

平成21年４月　横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）開始
　　　　　　　横浜みどり税条例施行

平成25年3月 これからの緑の取組（素案）[平成26-30年度] 策定

  ・街の賑わいや魅力創出のため、多くの市民や観光客が訪れる都心臨海部を緑や花で彩
　ります。
  ・市民に身近な、学校や区役所などの公共施設で率先して緑を創出します。
  ・緑を創出する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

市民が「実感できる」緑を創出します

公園で、新たな取組を始めます
  ・公園内のまとまった森で、生物多様性などに配慮した維持管理を行います。
  ・緑の少ない都心部など多くの市民の目にふれる場所で、国や市などが持っている土地
　の利用形態が変更になる機会に用地を確保し、緑豊かな公園を整備します。

横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）で成果の出ている取組を継続・
発展させます
  ・樹林地や農地など、緑を守る取組を継続して進め、緑の減少に歯止めをかけます。
  ・森の維持管理や地域での緑の創出など、市民や事業者の皆様と進めている協働の取組
　を充実させます。

  ・「農にふれたい」という声に応え、様々なニーズに合わせた農園の開設や、地産地消を
　広げる取組を進めます。

市民と農の関わりを深める取組を展開します

  ・総事業費は、平成21～23年度までの取組の実績などをもとに、概ねの費用を算出しま
　した。
  ・平成26～30年度の事業量は、市民意見募集の結果などを踏まえて検討していきます。
  ・横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）[平成21-25年度]の当初事業費は、約600億　
　円（※)です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成21年4月時点。財源の内訳は国費、市債、市税など

これからの緑の取組[平成26-30年度](素案)の総事業費は約500億円です

これまでの経緯と今後のスケジュール

平成24年６月
横浜みどりアップ計画（新
規・拡充施策）３か年の事
業・取組の評価・検証

これからの緑の取組[平成26-30年度]（素案）の特徴



お問合せ
横浜市 環境創造局 政策調整部 政策課 みどり政策調整担当（関内中央ビル6階）
電話：045-671-4214　 FAX：045-641-3490　Email：ks-mimiplan@city.yokohama.jp
〒231-0017 横浜市中区港町1-1

5 6 1

ご意見の提出方法

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

郵送

これからの緑の取組 ［平成26-30年度］（素案）は次の場所で閲覧できます

素案策定までの経緯については、環境創造局のウェブサイトで公開しています
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

　このパンフレットに付属しているハガキにご記入いただき、５月７日までに郵便ポストにご投函ください。
切手は不要です。

ＦＡＸ ＦＡＸ番号： 045-641-3490

宛先： ks-mimiplan@city.yokohama.jp

　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、上の番号あてにお送りください。

Ｅメール
　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、件名に「素案への意見」と明記してお送りください。

❶各区役所の広報相談係　❷市民情報センター（市庁舎１階）
❸環境創造局政策課　　　❹環境創造局のウェブサイト　http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）３か年の事業・取組の評価・検証
〇横浜市環境創造審議会からの答申『緑施策の重点取組について』
〇横浜の緑に関する市民意識調査・土地所有者意識調査の結果

　緑の保全・創造に継続的に取り
組むための安定的な財源として、
平成21年度から「横浜みどり税」
を市民の皆様にご負担いただい
ています。横浜みどり税は、平成
21～25年度までの計画である

「横浜みどりアップ計画（新規・拡
充施策）」の費用の一部に活用し
ています。

横浜みどり税の使い道は？

税額について
＜個人＞
市民税の均等割に年間900円（月額にすると75円）を上乗せ（平成25年度課税分まで）
※所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。  
＜法人＞
市民税の年間均等割額の９％相当額を上乗せ（平成21年４月１日～平成26年３月31日の間に開
始する事業年度分） 
※ただし、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。

●相続の場合などに対応した公有地化など、樹林地・農地の保全　●市民が身近に緑を実感するこ
とができるような緑化の推進　●樹林地の維持管理の充実による緑の質の向上　●ボランティア
など市民参画の促進につながる事業　●相続などの場合に対応した公有地化など、樹林地・農地
の保全　など

横浜みどりアップ計画(新規・拡充施策)の主な成果〈平成21～23年度〉

　横浜市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に豊かな緑の環境があります。こ
の緑の環境を後世に引き継いでいくため、本市では平成21年度から「横浜みどりアップ計
画（新規・拡充施策）」に基づく取組を、市民の皆様とともに進めてきました。この計画には、

「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の３つの柱があり、費用の一部に市民の皆様に
ご負担いただいている横浜みどり税を活用しています。

　「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」は平成25年度までの計画ですが、緑の保全や
創造には継続的に取り組むことが重要です。そこで本市では、これまでの成果や課題、市民
意識調査や土地所有者意識調査の結果などを踏まえ、これからの緑の取組［平成26-30年
度］（素案）をまとめました。この素案について市民の皆様からいただくご意見を、取組に生
かしていきます。

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

●市民協働による緑地
　維持管理事業
　9か所で実施
●森の楽しみづくり事業
　森の恵み塾149回開催

など全14事業

そ の 他 の 取 組

●収穫体験農園の開設
　支援事業
　63か所で支援
●農地流動化促進事業
　新規の農地貸借15.6ha

など全20事業

そ の 他 の 取 組

●校庭・園庭98か所を
　芝生化
●民有地緑化助成事業
　屋上緑化助成40件

など全8事業

そ の 他 の 取 組

新たに310haの樹林地
を守り、樹林地の減少傾向
が鈍化

110haの水田を保全
地域で緑を育む取組を12地区で支援

樹林地を守る 取組

緑をつくる 取組
農地を守る 取組

200（ha)

守られた樹林地面積の推移 H21～23実績：310ha
H25までの目標：1,119ha

樹林地の減少傾向の推移

100
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-61 -54

-13 -16 -7

-100

0

0
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

平均約20ha／年
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市街化区域 市街化調整区域

87.8
117.5 104.6

樹林地の
減少傾向が
鈍化！

計画開始前の約5倍の
スピードで守りました

約20ha/年
→約100ha/年

（固定資産税の課税対象となる
土地面積から算出した参考値）

これまで守った樹林地の
一部を買取：61ha
（H21～23実績）

-43 -41 -36
横浜公園
約50個分！

これからの緑の取組［平成26-30年度］（素案）について
市民の皆様のご意見を募集します

みどりアップ
計画期間

1

横浜みどり税も活用し、緑を守り・
つくり・育む取組が進んでいます

横浜みどり税とは

新たに守った
樹林地面積

これまでの
取組

これからの
緑の取組

➡市民意見募集のページへ

横浜市水と緑の基本計画とは？
　横浜らしい水・緑環境の実現を目指し、取り組むべき内容
をまとめた計画です（都市緑地法に基づく）。そのうち、特に
重点を置いて取り組む内容をまとめたのが「これからの緑
の取組[平成26-30年度](素案)」です。

横浜市水と緑の基本計画（平成18～37年度）
◆重点的な取組

これからの緑の取組
[平成26-30年度]

横浜みどりアップ計画
（新規・拡充施策）
[平成21-25年度]

このパンフレットはこの
取組の「素案」概要です

市民意見募集

平成26年3月（予定）   これからの緑の取組[平成26-30年度]策定
             4月（予定）   これからの緑の取組[平成26-30年度]スタート

平成24年７～８月
横浜の緑に関する
市民意識調査、
土地所有者意識調査

平成24年12月
横浜市環境創造審議会か
ら「緑施策の重点取組につ
いて」答申

平成21年４月　横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）開始
　　　　　　　横浜みどり税条例施行

平成25年3月 これからの緑の取組（素案）[平成26-30年度] 策定

  ・街の賑わいや魅力創出のため、多くの市民や観光客が訪れる都心臨海部を緑や花で彩
　ります。
  ・市民に身近な、学校や区役所などの公共施設で率先して緑を創出します。
  ・緑を創出する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

市民が「実感できる」緑を創出します

公園で、新たな取組を始めます
  ・公園内のまとまった森で、生物多様性などに配慮した維持管理を行います。
  ・緑の少ない都心部など多くの市民の目にふれる場所で、国や市などが持っている土地
　の利用形態が変更になる機会に用地を確保し、緑豊かな公園を整備します。

横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）で成果の出ている取組を継続・
発展させます
  ・樹林地や農地など、緑を守る取組を継続して進め、緑の減少に歯止めをかけます。
  ・森の維持管理や地域での緑の創出など、市民や事業者の皆様と進めている協働の取組
　を充実させます。

  ・「農にふれたい」という声に応え、様々なニーズに合わせた農園の開設や、地産地消を
　広げる取組を進めます。

市民と農の関わりを深める取組を展開します

  ・総事業費は、平成21～23年度までの取組の実績などをもとに、概ねの費用を算出しま
　した。
  ・平成26～30年度の事業量は、市民意見募集の結果などを踏まえて検討していきます。
  ・横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）[平成21-25年度]の当初事業費は、約600億　
　円（※)です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成21年4月時点。財源の内訳は国費、市債、市税など

これからの緑の取組[平成26-30年度](素案)の総事業費は約500億円です

これまでの経緯と今後のスケジュール

平成24年６月
横浜みどりアップ計画（新
規・拡充施策）３か年の事
業・取組の評価・検証

これからの緑の取組[平成26-30年度]（素案）の特徴







これからの緑の取組             （素案）について 

ご意見をお聞かせください 
 

日頃から横浜市政に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

横浜市では、平成 21年度から横浜みどり税を財源の一部として活用し、「横浜みど

りアップ計画（新規・拡充施策）」により「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつく

る」取組を推進しています。この計画は平成 25 年度までの計画ですが、緑の保全や

創造には継続して取り組む必要があります。 

そこで、本市では、これまでの成果や課題、平成 24 年度に実施した市民意識調査

の結果などを踏まえ、平成 26年度から取り組む「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]

（素案）」を策定しました。この素案について、市民の皆様からアンケート調査にてご

意見をいただき、取組に生かしていきたいと考えています。   

お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいま

すようお願いいたします。 

平成25年4月 横浜市環境創造局 

● 同封書類 

１ ご案内 ※この用紙です 

２ 「これからの緑の取組[平成26-30年度]（素案）」の概要版パンフレット 

 

 

３ アンケート調査票（黄色の用紙） 

４ 返信用封筒 

 

 

 

 

 

この調査の対象者として、住民基本台帳から満20歳以上の市民の皆さま5,000人を無

作為抽出しましたところ、あなた様に本調査へのご協力をお願いすることになりました。 

調査は無記名で、結果は「こういう意見の方が何％」というように統計的に処理いたし

ますので、ご回答いただいた方にご迷惑をおかけするようなことはありません。 

調査結果の集計は、横浜市の委託業者が行います。調査票や返信用封筒には、お名前・

住所など、個人が特定できるような情報の記載は避けてくださいますよう、お願いいたし

ます。 

 

 

 

■調査票にご記入の上、同封の返信用封筒に入れて 

5 月 7 日（火）までにご投函ください（切手不要） 

お問合せ 

横浜市 環境創造局 政策課 みどり政策調整担当 

TEL：045-671-4214 FAX：045-641-3490   

e-mail: ks-mimiplan@city.yokohama.jp 

〒231-0017 横浜市中区港町1-1(関内中央ビル6階) 

 

概要版パンフレットの裏面に、ご意見の提出方法の記載がありますが、 
このご案内が届いた方は、同封のアンケート調査票・返信用封筒をご利用ください。 

個人用 

[平成 26-30 年度] 



 
概要版パンフレットをご覧いただき、あなたのご意見をお聞かせください。 

（選択肢の数字に○をつけてください） 

 
「これからの緑の取組[平成 26-30年度](素案)」の５か年の目標についてお伺いします。  
問１ 

「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」の取組により、緑（樹林地）の減少傾向が鈍化していま

す。「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」では、引き続き、緑の保全・創造の取組を進め、緑の減少

に歯止めをかけようとしています。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問２ 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」では、地域の特性に応じた緑の保全や創出、維持管理の充

実により、緑の「質」を高めようとしています。このことについてどう思いますか。  

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問３ 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」では、市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮ら

しを実現する取組を進めようとしています。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

 
「これからの緑の取組[平成 26-30年度](素案)」の具体的な取組内容についてお伺いします。 
 
問４ 取組の柱１「市民とともに次世代につなぐ森を育む」では、緑地保全制度による樹林地の指定拡大

や市による買取り、生物多様性・安全性に配慮した森づくり、森を育む人材育成、市民が森に関わるき

っかけづくりに取り組みます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問５ 

取組の柱２「市民が身近に農を感じる場をつくる」では、水田など良好な農景観の保全、市民が農と

ふれあう場づくり、身近に感じる地産地消の推進や市民や企業と連携した地産地消の展開に取り組み

ます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

  
問６ 取組の柱３「市民が実感できる緑をつくる」では、民有地での緑の創出や、公共施設・公有地での緑

の創出、市民協働による緑のまちづくり、子どもを育む空間での緑の創出や、緑や花による魅力・賑わ

いの創出に取り組みます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

 

調査票 個人用 

裏面に続きます 
 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイディアなど 

 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイディアなど 

 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイディアなど 

 



 

取組を進めるための財源についてお伺いします。 
   
問７ 

平成 21～25 年度の取組である「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を推進するため、財源の

一部として、平成 25 年度まで横浜みどり税を市民の皆様（個人・法人）にご負担いただいています。 
（個人の場合、個人市民税の均等割額に年間 900 円＜月額にすると 75 円＞を上乗せ＜所得が一定金額以下で、

市民税均等割が課税されない方を除く＞） 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」に掲げた施策を実施するためには、安定した財源が必要と

なります。その財源の一部を、横浜みどり税のように、市民が負担することについて、どう思いますか。 

 １．積極的に負担する必要がある 

２．どちらかと言えば負担する必要がある 

３．どちらかと言えば負担する必要がない 

４．負担する必要がない 

 

 

 
    

その他、ご意見がございましたらお聞かせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
問８ あなたは現在どちらにお住まいですか 

 1. 青葉区 2. 旭区 3. 泉区 4. 磯子区 5. 神奈川区 6. 金沢区 

 7. 港南区 8. 港北区 9. 栄区 10. 瀬谷区 11. 都筑区 12. 鶴見区 

 13. 戸塚区 14. 中区 15. 西区 16. 保土ケ谷区 17. 緑区 18. 南区 

  

問９ あなたの性別はどちらですか 

  1. 男 性  2. 女 性 
 
 

問10 あなたの年齢はおいくつですか 

  1. 20 歳～29 歳  2. 30 歳～39 歳  3. 40 歳～49 歳 

  4. 50 歳～59 歳  5. 60 歳～69 歳  6. 70 歳～79 歳 

  7. 80 歳以上       

 

あなたについてお聞きします 

アンケート調査にご協力いただきありがとうございました 

記入欄 

自由記述 

 



これからの緑の取組        （素案）について 

ご意見をお聞かせください 
 

日頃から横浜市政に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

横浜市では、平成 21年度から横浜みどり税を財源の一部として活用し、「横浜みど

りアップ計画（新規・拡充施策）」により「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつく

る」取組を推進しています。この計画は平成 25 年度までの計画ですが、緑の保全や

創造には継続して取り組む必要があります。 

そこで、本市では、これまでの成果や課題、平成 24 年度に実施した市民意識調査

の結果などを踏まえ、平成 26年度から取り組む「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]

（素案）」を策定しました。この素案について、市内に事業所等のある法人の皆様から

アンケート調査にてご意見をいただき、取組に生かしていきたいと考えています。   

お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいま

すようお願いいたします。 

平成25年4月 横浜市環境創造局 

● 同封書類 

１ ご案内 ※この紙です 

２ 「これからの緑の取組[平成26-30年度]（素案）」の概要版パンフレット 

   

３ アンケート調査票（水色の用紙） 

４ 返信用封筒 

 

 

 

 

この調査の対象として、法人市民税の課税台帳を基に5,000社を無作為抽出しましたところ、
貴社に本調査へのご協力をお願いすることになりました。 
調査は無記名で、結果は「こういう意見が何％」というように統計的に処理いたしますので、ご回

答いただいた方にご迷惑をおかけするようなことはありません。 
調査結果の集計は、横浜市の委託業者が行います。調査票や返信用封筒には、お名前・住

所等、回答された方が特定できるような情報の記載は避けてくださいますよう、お願いいたします。 
 

 

 

■調査票にご記入の上、同封の返信用封筒に入れて 

5 月 7 日（火）までにご投函ください（切手不要） 

お問合せ 

横浜市 環境創造局 政策課 みどり政策調整担当 

TEL：045-671-4214 FAX：045-641-3490   

e-mail: ks-mimiplan@city.yokohama.jp 

〒231-0017 横浜市中区港町1-1(関内中央ビル6階) 

 

概要版パンフレットの裏面に、ご意見の提出方法の記載がありますが、 
このご案内が届いた方は、同封のアンケート調査票・返信用封筒をご利用ください。 

法人用 

[平成 26-30 年度] 



 
概要版パンフレットをご覧いただき、貴社のご意見をお聞かせください。 

（選択肢の数字に○をつけてください） 

 

「これからの緑の取組[平成 26-30年度](素案)」の５か年の目標についてお伺いします。  
問１ 「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」の取組により、緑（樹林地）の減少傾向が鈍化していま

す。これからの緑の取組[平成 26-30 年度]では、引き続き、緑の保全・創造の取組を進め、緑の減少に

歯止めをかけようとしています。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問２ 「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」では、地域の特性に応じた緑の保全や創出、維持管理の充

実により緑の「質」を高めようとしています。このことについてどう思いますか。  

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問３ 「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」では、市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮ら

しを実現する取組を進めようとしています。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

  
「これからの緑の取組[平成 26-30年度](素案)」の具体的な取組内容についてお伺いします。 
  
問４ 取組の柱１「市民とともに次世代につなぐ森を育む」では、緑地保全制度による樹林地の指定拡大

や市による買取り、生物多様性・安全性に配慮した森づくり、森を育む人材育成、市民が森に関わるき

っかけづくりに取り組みます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問５ 取組の柱２「市民が身近に農を感じる場をつくる」では、水田など良好な農景観の保全、市民が農と

ふれあう場づくり、身近に感じる地産地消の推進や市民や企業と連携した地産地消の展開に取り組み

ます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

  
問６ 

取組の柱３「市民が実感できる緑をつくる」では、民有地での緑の創出や、公共施設・公有地での緑

の創出、市民協働による緑のまちづくり、子どもを育む空間での緑の創出や、緑や花による魅力・賑わ

いの創出に取り組みます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

 

調査票 法人用 

 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイデアなど 

 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイデアなど 

 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイデアなど 

 

裏面に続きます 



 

取組を進めるための財源についてお伺いします。 
    
問７ 平成 21～25 年度の取組である「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を推進するため、財源の

一部として、平成 25 年度まで横浜みどり税を市民の皆様（個人・法人）にご負担いただいています。 
（法人の場合、法人市民税の年間均等割額に９％相当額を上乗せ＜法人税割が課されない場合は対象外＞） 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」に掲げた施策を実施するためには、安定した財源が必要と

なります。その財源の一部を、横浜みどり税のように、市民が負担することについて、どのようにお考えで

すか。   

 １．積極的に負担する必要がある 

２．どちらかと言えば負担する必要がある 

３．どちらかと言えば負担する必要がない 

４．負担する必要がない 

 

 
 

 
その他、ご意見がございましたらお聞かせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 

問８ 本社は横浜市内ですか、市外ですか 

  1. 市 内  2. 市 外 
 
問９ 主たる事業所はどちらにありますか 

 1. 青葉区 2. 旭区 3. 泉区 4. 磯子区 5. 神奈川区 6. 金沢区 

 7. 港南区 8. 港北区 9. 栄区 10. 瀬谷区 11. 都筑区 12. 鶴見区 

 13. 戸塚区 14. 中区 15. 西区 16. 保土ケ谷区 17. 緑区 18. 南区 

 

問10 問９の事業所の従業者数は何人ですか 

  1. 50人以下  2. 50人超 
 

問11 資本金はいくらですか 

  1. １千万円以下  2. １千万円超～１億円以下 

  3. １億円超～10 億円以下  4. 10 億円超～50 億円以下 

  5. 50 億円超    

 

貴社についてお聞きします 

アンケート調査にご協力いただきありがとうございました 

記入欄 

自由記述 
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